
 議案第５号 

   墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年６月１２日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例 

 墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成４年墨田区条例

第３０号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

 

東京都市計画東武曳舟駅前地

区地区整備計画区域 

令和８年墨田区告示第１１０号に定める東京都市計画

東武曳舟駅前地区地区計画の地区整備計画の区域 
 

 別表第３に次のように加える。 

 ９ 東京都市計画東武曳舟駅前地区地区整備計画区域 

（あ） （い） （う） （え） （お） （か） （き） （く） （け） （こ） （さ） （し） 
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ならない建

築物 
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用除外
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建築物の

敷地面積
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建築物の

壁面の位
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除外のも
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建築物の

容積率の
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容積率の
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建築物の建
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風俗営業
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１ 落下

物に対

する防

護とし

て設け

るひさ

し、バ

ルコニ

ー等 

２ 転落

防止に

対応す

る鉄柵

等 
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   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

 東京都市計画東武曳舟駅前地区地区整備計画区域を追加するとともに、同区域にお

ける建築物の制限を設ける必要がある。 


